
[参考訳]これは、END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT
SOFTWARE の参考訳です。あくまでも、お客様の便宜のためのものであって、この内容が
英文と合致することを保証するものではありません。英文が正本となりますので、英文をご覧

ください。

使用許諾契約書
製品名：Microsoft® ActiveX Control Pad

重要―以下のライセンス契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書（以下
「本契約書」といいます）は、上記に示されたマイクロソフトソフトウェア製品（以
下「本ソフトウェア製品」または「本ソフトウェア」といいます）と Microsoft® 
internet Explorerに関してお客様（個人または法人であるかを問いません）と
Microsoft Corporation（以下「マイクロソフト」といいます）との間に締結さ
れる法的な契約書です。本ソフトウェア製品は、コンピュータソフトウェアおよびそ
れに関連した媒体、ならびに印刷物（マニュアルなどの文書）、「オンライン」また
は電子文書を含むこともあります。本ソフトウェア製品をインストール、複製、また
は使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたも
のとします。本契約書の条項に同意されない場合、お客様は、本ソフトウェア製品を
ご使用になることはできません。

ソフトウェア製品ライセンス
本ソフトウェア製品は、著作権法および国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産
権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本ソフトウェア製品は、許
諾されるもので、販売されるものではありません。

１ ライセンスの許諾   本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。
2D (a)  マイクロソフトは特定の個人であるお客様に対し、以下で記載した方法

で本ソフトウェアのコピー１部を作成し使用することのできる限られたライセン
スを非独占的に許諾します。お客様が法人である場合、お客様の組織内で本ソフ
トウェアを使用できる方を１名選任し、その選任された方が以下で記載した方法
で本ソフトウェアのコピー１部を作成し使用することのできる限られたライセン
スを非独占的に許諾します。お客様は、本ソフトウェア製品のどのような部分を
も再頒布することはできません。その他の権利はすべてマイクロソフトが留保す
るものとします。

3D (b) ソフトウェアとともに含まれるドキュメントデータに関しては、個人が
自己に供する目的の場合にのみ、無制限に複製すること（ハードコピー、電子フ
ォームの形態を問いません）ができますが、第三者への再版または再頒布はでき
ません。

4D
５D アップグレード
６D 本ソフトウェア製品が別の製品（マイクロソフトの製品であるか他社の製品であるかを問

いません）に対するアップグレードとして提供されている場合、その使用または譲渡はア
ップグレードされた旧製品とともになされなければなりません。本ソフトウェア製品がマ
イクロソフトの製品に対するアップグレードとして提供されている場合、お客様は、アッ
プグレードされた旧製品を本契約に従ってのみ使用することができます。

３．著作権
本ソフトウェア製品 (本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、写真、アニメー
ション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、「アプレット」を含みますが、それだけに
限りません)、付属のマニュアルなどの文書、および本ソフトウェア製品の複製物につ
いての権原および著作権は、マイクロソフトまたはその供給者が有するもので、本ソ
フトウェア製品は著作権法および国際条約の規定によって保護されています。したが
って、お客様は本ソフトウェア製品を他の著作物と同様に扱わなければなりません。
ただし、次の(a)(b)のいずれかを行うことができます。(a)本ソフトウェア製品のバッ
クアップとして、コピーを１部のみ作成すること。(b)オリジナルをバックアップとし



て保管し、本ソフトウェア製品を 1台のコンピュータへインストールすること。お客
様はそのバックアップを保存することはできますが、これをコンピュータ上の本ソフ
トウェア製品を復元する以外の目的で使用することはできません。お客様は、本ソフ
トウェア製品付属のマニュアルなど文書を複製することはできません。本契約書のも
と明白に許諾されていない権利は、全てマイクロソフトに留保されています。

４． その他の権利と制限
1. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限
2. お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、

または逆アセンブルすることはできません。
3. コンポーネントの分割禁止
4. 本ソフトウェア製品は単一の製品として許諾されたもので、本ソフトウェア製

品あるいはアップデートを構成するソフトウェアプログラムを分割して使用する
ことはできません。

5. レンタル
6. お客様は本ソフトウェア製品をレンタルまたはリースすることはできません。
7. ソフトウェアの譲渡
8. お客様は、本契約に基づいてお客様の全ての権利を恒久的に譲渡することがで

きます。ただしその場合、複製物を保持することはできず、本ソフトウェア製品
の一切（全ての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、アップグレード、本契
約書、およびあてはまる場合には Certificate of Authenticity を含みます）を
譲渡し、かつ譲受人が本契約書の条項に同意することを条件とします。本ソフト
ウェア製品がアップグレードである場合、譲渡は本ソフトウェア製品の以前のバ
ージョンも全て含んだものでなければなりません。

9. 解除
10. お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の

権利を害することなく本契約を終了することができます。そのような場合、お客
様は本ソフトウェア製品の複製物およびその構成部分を全て破棄しなければなり
ません。
11.
12.
13.５  合衆国政府の制限された権利
14. 本ソフトウェア製品は、制限された権利をもって与えられます。合衆国政府

による使用、複製、あるいは発表は、Technical Data（テクニカルデータ）
および Computer Software（コンピュータソフトウェア）における権利の、
条項 DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)あるいは Commercial Computer 
Software（商業用コンピュータソフトウェア）－制限された権利の条項 48 
CFR 52.227-19(c)(1),(2) に明記された制限の対象となります。
Manufacturer is Microsoft Corporation/One Microsoft 
Way/Redmond, WA 98052-6399.製造者は、One Microsoft 
Way/Redmond, Washington 98052-6399.を所在地とする Microsoft 
Corporation です。

MISCELLANEOUS
LIMITED WARRANTY
の事項については本文をご確認ください。


